
【募集要項 7.応募の手続き (6)課税（または非課税）証明書、またはそれに準ずる公的

書類について】 

 「生計維持者の収入」および「課税（または非課税）証明書の提出」につきましては、学生

ご本人がご家族と生計を同一にしているか（仕送りを受けているか）によって対象者が異

なります。 

1. ご家族から仕送りを受けている（生計を同一にしている）場合 

• 対象となる収入： 母国のご家族（生計維持者全員）の年収を指します。 

• 提出書類： 母国で取得された、ご家族の課税（または非課税）証明書をご提出く

ださい。（写しでも可） 

2. ご家族から仕送りを受けていない（生計が別である）場合 

• 対象となる収入： 学生ご本人の年収が対象となります（母国のご家族の年収は

対象外です）。 

• 提出書類： 学生ご本人の課税（または非課税）証明書をご提出ください。この場

合、母国のご家族に関する証明書の提出は不要です。 

 


